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１．計画の趣旨・現状 

（１）計画の趣旨 

教育職員の業務負担の軽減を図り、授業改善のための時間や児童生徒

に接する時間を確保するとともに、教育職員の日々の生活の質や教職人

生を豊かにすることで、教育職員の人間性や創造性を高め、児童生徒に

対して効果的な教育活動を持続的に行うことができる状況を目指してい

る。 

 

（２）本市の現状 

本市における時間外在校等時間の平均は年々減少している。数値上の

改善は見られるが、業務の複雑化・多様化により、教職員が精神的なゆ

とりを失い、子ども一人ひとりと向き合う『教育の質』や『創造性』が

損なわれる懸念がある。単なる時短ではなく、教職の魅力を高めるため

の取り組みが必要である。 

  

 

２．目標 

本計画において達成を目指す目標は以下のとおり。 

※これらの数値目標の達成状況を評価する際は、単なる数字の増減のみならず、その背

景にある教育活動の質や教職員のウェルビーイングの変化を多角的に分析するものと

する。 

（１）時間外在校等時間に関する目標 

・月当たりの時間外在校等時間が 45時間以内となっている教育職員の割合を

100％にする。 
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・１年間（年度）における、月当たりの時間外在校等時間の平均時間を 30時

間以内にする。 

 

（２）ワーク・ライフ・バランスや働きがい等に関する目標 

・勤務実態調査において「現在、仕事に『働きやすさ』を感じている」と

回答した教育職員の割合を 85％以上にする。 

 

・勤務実態調査において「現在、仕事に『働きがい』を感じている」と回

答した教育職員の割合 90％以上を維持する。 

 

３．計画の期間 

 令和８年度～令和 10年度 

 

４．実施する業務量管理・健康確保措置の内容 

本市では、本計画期間中の重点事項として、以下の内容に取り組む。 

 ※【 】は「令和７～10年度学校における働き方改革重点取組」との関連を示している。 

（１）「業務の３分類」を踏まえた業務の見直し 

・学校における働き方改革の周知・啓発・対話（「３分類」⑤関係） 

  登校時間、行事の精選、留守番電話対応等に関するチラシを作成・公

表し、全校へ配布するとともに、保護者や地域住民との対話を重視し、

相互理解に基づいた協力体制を構築する 。【業務】 

 

・部活動指導員の配置（「３分類」⑬関係） 

  部活動指導に係る負担を軽減するため、引き続き、部活動指導員の配

置や部活動地域展開を進める。【部活】 

 

・デジタル技術の活用の促進（「３分類」⑮⑯関係） 

  学校の実態に応じたアプリの活用を継続し、校務の効率化を図ること

で、教職員が子どもと向き合い、教材研究等に注力するための『時間の

余白』を創出する。【DX】 
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（２）学校における措置の推進 

学校における以下の措置を推進することで、教育職員が担う業務の適正化

を図る。 

・学校運営協議会等での学校における働き方改革についての議題化 

  働き方改革の目的を地域・保護者等と共有し、連携・協働しながら取

組を進められるよう、学校運営協議会等で学校における働き方改革につ

いて『持続可能な地域教育をどう創るか』という未来志向の議題として

取り扱う。【意識】 

 

（３）教育職員の健康及び福祉の確保に関する取組 

教育職員の健康及び福祉を確保するため、労働安全衛生法等の規定を遵守

するとともに、次の内容に取り組む。 

・年次休暇の計画的な取得の促進 

仕事と余暇のバランスのとれた豊かな生活の実現、時間管理意識の醸

成を図るため、年次休暇の計画的な取得を促進する。 

 

・医師による面接指導の実施 

過重労働による健康障害を防止するため、管理職による日常的な声掛

けや職場内の相互サポートにより、不調の兆候を早期に把握する体制を

整える。また、月当たりの時間外在校等時間が 80時間を超えた教育職員

について、組織として積極的に面接の受診を促す。 

 

・ストレスチェックの実施 

自身のストレスへの気付きを促すとともに、メンタルヘルス不調を未

然に防止するため、ストレスチェックの実施率を 100％にし、実施後の

集団分析の結果等も活用して職場改善を推進する。 

 

・相談窓口の設置 

心身の健康問題の早期発見・適切な対応を図るため、相談窓口の設置

を継続する。 
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５．関連する取組、今後のフォローアップについて 

・取組の着実な実行を図るため、本計画に定める目標の達成状況及び取組の

実施状況を把握し、課題を抱える学校への具体的支援に直結させるため、

毎年度、教育委員会会議で報告し、HPで公表するとともに、総合教育会議

において報告する。その際、数値の達成度だけでなく、現場の教職員が実

感している『働きがいの変化』を吸い上げ、施策の改善に反映させる 。 

・時間外在校等時間に係る目標の達成状況については、真庭市立小・中学校

に導入している業務記録システムで把握し、働きがい等に関する目標につ

いては、勤務実態調査で把握する。 

・各学校の取組状況については、管理職を対象に実施する取組状況調査で把

握するとともに、把握した取組状況等を踏まえ、必要に応じて学校との対

話の場を設ける。 

・支援スタッフの配置など学校の指導・運営体制の充実や部活動の地域展

開・連携等の取組の推進に当たっては、県教育委員会及び市長部局と連携

を図りながら取り組む。 

 

（参考資料） 


